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① 「保育所等」の申込みについて 

小田原市では、保育所、認定こども園（保育部）、小規模保育事業の三種類の認可保育施設（以下「保育

所等」）があり、いずれも保護者が就労や病気などの理由により家庭でお子様を保育できないときに、保護

者の方に代わって一定時間の保育を行う「お子様のため」の施設です。この申込書は、保育所等の利用のた

めの申込書です。幼稚園や認定こども園（幼稚部）の利用申込みはできませんのでご注意ください。（小田

原市内の保育所等の施設一覧については、P26～27「小田原市内保育所等一覧表」をご覧ください。） 

保育所等の利用を希望する方は、保育の必要性についての認定を受ける必要がありますが、小田原市では

保育所等利用の申込手続きと認定申請を兼ねていますので、事前に認定の手続きをする必要はありません。 

 

② 保育所等の見学について 

各施設では、施設ごとに特色のある保育を行っております。保育所等の利用申込みにあたっては、事前に

希望される保育所等の見学をお願いします。 

保育所等によっては、指定日を設けて見学会を行うなど、各施設で対応方法が異なります。 

また、新型コロナウイルス感染症対応の為、人数を制限していることもありますので、必ず事前に希望の

保育所等に連絡してから見学に行ってください。 

※ 施設側も保育所等の運営を行いながら「保育所等見学」に対応しておりますので、園の行事（運動会や

発表会など）の日程により、ご希望の日時に見学が受けられない場合があります。 

【保育所等見学のポイント】 

✓ 事前に通園可能な保育所等かを確認しましょう。 

✓ 保育の方針やイベント等、施設の設備や雰囲気などお子様にあった環境かどうか確認しましょう。 

✓ 保育所等によって開設時間が異なるため、事前に確認しましょう。 

✓ 保育所等によっては、教材費や制服代等、別途料金が発生する場合もあるため、事前に確認しましょう。 

✓ お子様の体調面（アレルギー等）、園生活で不安に感じる点についても事前に相談しましょう。 

✓ ならし保育の期間は、お子様の状況や保育所等によって異なるため、事前に確認しましょう。 

 

③ 入所可能年齢について 

保育年齢は、基本的に産休明け（産後８週間後）となる０歳児から５歳児（小学校就学前）となります。 

ただし、保育開始年齢は保育所等によっても異なりますので、利用を希望する月に保育可能な年齢である

かどうか必ず確認してからお申込みください。（保育開始年齢の詳細は P.26～27「小田原市内保育所等一

覧表」をご覧ください。） 

また、保育所等によっては、下記のとおり、クラス修了時期や卒園時期が異なります。 

保育所 

保育所のうち、「小田原乳児園」は 1 歳児クラス修了までとなります。 

保育所のうち、「分園」は次の表のクラス修了までの利用となり、修了後はそれぞれの本園に通うように

なります。 

城前寺保育園そが分園 １～３歳児クラスまで ⇒ 城前寺保育園（本園） 

西大友保育園分園みらい ０～１歳児クラスまで ⇒ 西大友保育園（本園） 

南鴨宮あいじ園駅前分園 ０～２歳児クラスまで ⇒ 南鴨宮あいじ園（本園） 
 

（注意）各分園クラス修了後、本園以外の他園を希望する場合は、改めて申込み（新規申込）が必要となります。  

１．保育所等を利用するにあたって 
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小規模保育事業 
小規模保育事業については、すべての施設が 2 歳児クラス修了までの利用期間となります。 
なお、2歳児クラス修了後は、3歳児クラスから施設ごとに設定されている連携施設に引き続き通う

ことができます。 

ただし、連携施設が複数あって、それぞれの受入枠を超える希望がある場合には、改めて入所選考

を行い、入園先を決定します。 

小 規 模 保 育 事 業 連 携 先 施 設 一 覧 

矢作愛児園 さくら保育園 

育みの家カンガルー栄町第１ 小田原愛児園、新玉幼稚園 

アミッチ保育園 下府中保育園 

たんぽぽの家 たんぽぽ保育園、こひつじ学園 

保育所モナミ桑原園 豊川保育園 

ぎんがむら保育園しろやま みゆき愛児園、中島保育園、荻窪保育園 

サンライズキッズ保育園小田原園 桜井保育園、報徳保育園、富水保育園、保育園大地 

保育所モナミ蓮正寺園 保育園大地、友愛幼稚園 

おだわら・もあな保育園 下曽我保育園、国府津保育園、石塚保育園、桃重保育園 

育みの家カンガルー久野第２ 久野保育園 

豊川すずらん保育園 豊川保育園 

ぎんがむら保育園オダワラソダチ 久野保育園、御濠端幼稚園 

エンジェルキッズ鴨宮園 さくら保育園、お花畑保育園 

 

 

 

 

 

 

④ 保育を必要とする事由について 

お子様の保護者が次の事由（①～⑦）のどれかに該当し、保育ができない状態にある場合に限り、保育所等

を利用することができます。 

事由が発生している期間のみ保育所等をご利用できます。事由ごとの利用期間が切れた場合は、他の事由が

新たに発生しない限り保育所等を利用することができませんので、年度の途中であっても退所していただくこ

とになります。申込みにあたって必要な提出書類は事由ごとに異なります。詳しくは、P.７～８「４．必要な

提出書類について」とあわせてご確認ください。 

保育要件 条 件 利用期間 

① 就労 
就労（内定含む）している場合（一月 15 日以

上かつ 60 時間以上の就労が最低基準） 

就労している期間（兄弟姉妹で申請中に

いずれかが利用決定で就労開始が必須） 

② 出産 
妊娠中や出産後間もない場合（産後、育児休業

を取得する場合も継続して保育所等の利用可） 

出産（予定）日を基準として産前産後８

週の属する月の期間 

③ 疾病やけが 
病気やけが、心身に障がいがあり、家庭で保育

ができない場合 

医師が発行する診断書に記載される治療

等を要する期間や障がいによる手帳等の

有効期間 

④ 病人の看護等 
親族の方を常に看護及び介護することが必要で

あり、保育ができない場合 

看護等を必要とされる対象者の医師が発

行する診断書に記載される看護等を要す

る期間や障がいによる手帳等の有効期間 

⑤ 就学 一月 60 時間以上の就学をしている場合（職業訓練校含む） 就学している期間 

⑥ 求職活動 求職活動をしている場合 入所開始月から 3 か月間（保育短時間のみ） 

⑦ 災害やその他 地震、火災などの災害復旧にあたっている場合やその他の状況に応じて判断 

（注意） 

➢ 連携先が複数設定されている小規模保育事業については、１１月以降に２歳児クラスに

入所された場合、連携施設への入所は保障されません。 

➢ 連携施設以外の他園を希望する場合は、改めて申込み（新規申込）が必要になります。 
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⑤ 「保育の必要性」及び「保育時間」の認定について 

（１）「保育の必要性」について 

保育所等の利用にあたり、「子どものための教育・保育給付」の認定を受けることになります。 

認定の区分は、年齢や利用希望の施設によって 3つに分かれます。 

認定区分 対   象 主な利用施設 

1 号認定 お子様が満 3 歳以上で、幼稚園等での教育を希望する場合 幼稚園・認定こども園（幼稚部） 

2 号認定 
お子様が満 3 歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当

し、保育所等での保育を希望する場合 
保育所・認定こども園（保育部） 

3 号認定 
お子様が満 3 歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当
し、保育所等での保育を希望する場合 

保育所・認定こども園（保育部） 
小規模保育事業等 

※ 「1 号認定」に該当する方は、幼稚園や認定こども園（幼稚部）に直接申込みとなります。 

※ 年度途中でお子様が満 3 歳を迎える場合、3 号認定から 2 号認定に変更となりますが、満 3 歳を迎え

た年度については、認定区分変更に伴う利用者負担額の変更はありません。認定変更の通知は、市から

届きます。 

★認定証は、選考結果にかかわらず、お申込みいただいた方全員に発行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）「保育時間」について 

保育所等の開所時間（保育所等が開いている時間）は基本的に 11 時間です。利用可能時間は、各

保育所等の開所時間の範囲内での利用となります。その中で「保育を必要とする事由」から、保育時

間が保育の必要量によって「保育標準時間（おおむね 11 時間）」と「保育短時間（おおむね 8時間）」

のいずれかに区分され、保育所等を利用できる時間や利用者負担金（保育料）が決められます。 

ただし、勤務形態や通勤時間等により 8時間の範囲に収まらず、恒常的に延長保育料が発生して

しまう場合など、認定変更申請により保育標準時間へ変更できる場合があります。 

保育を必要とする事由 必要量の区分 保育を必要とする事由 必要量の区分 

就労【フルタイム】 保育標準時間 病人の看護等 保育標準時間 

就労【パートタイム】 保育短時間 災害の復旧 保育標準時間 

出産 保育標準時間 求職活動 保育短時間 

病気・けが・障がい 保育標準時間 就学 就労に準じて判断 

※保育標準時間に該当する方が保育短時間での利用を希望することはできますが、保育短時間に該当する方が保育標準時間での利用を希望することはできません。  

【重要】施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定について 

子ども・子育て支援法第 20 条第６項の規定により、当該申請のあった日から 30 日

以内に認定の申請に対する処分を行わなければならないこととされておりますが、令和

６年４月利用１次申込申請にかかる支給認定については、新規利用申込に係る事務処理

に時間を要することから、同条第６項ただし書きに基づき、これを延期し、保育所等の

利用調整結果とともにお知らせいたしますので、ご承知おきください。 

 

7：30 9：00 17：00 18：30 19：00 

（※延長保育） 
保育標準時間（おおむね 11 時間） 

保育時間の利用例（開所時間 7：30～19：00 の場合） 

保育短時間（おおむね 8 時間） 

預
か
れ
な
い 

（※延長保育） （※延長保育） （※延長保育） 

※ 延長保育については、別途料金がかかります。また、実施状況や料金も保育所等によって異なります。 

※ 実際に保育所等を利用する場合は、好きな時間に登園してよいわけではなく、園で定めた時間までに登園

する必要がありますのでご注意ください。 
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２．保育所等の利用までの流れ 

希望する保育所等の見学 

保育要件の確認・希望施設の選定 

保育所等利用の申込手続き 

利用の選考 

➢ 保育の要件については、P.3「④保育を必要とする事

由」をご覧ください。 

➢ 保育開始年齢は保育所等によって異なります。詳細

は、P.２～３「③入所可能年齢について」、P.26～

27「小田原市内保育所等一覧表」をご確認ください。 

 

➢ 各施設で特色のある保育を行っております。事前に必

ず希望される保育所等の見学をお願いします。詳細は

P.２「②保育所等の見学について」をご覧ください。 

～～ フローチャート ～～ 

➢ 令和６年度の申込受付期間内に申込書をご提出くだ

さい。 

※ 申込・提出方法や受付期間については、P.6「３.

申込受付について①」をご覧ください。 

※ 書き方については、P.12～14「10.申込書の記

載例」をご覧ください。 

選考の結果・通知 

➢ 保育所等利用申込者の「保育を必要とする事由」を指

数化し、その指数の高い順に希望保育所等の受け入れ

できる児童数を基に、公平に判定します。詳細は、P.9

「①利用の選考」をご覧ください。 

保育の必要性の認定 

➢ 保育所等の利用にあたり、「子どものための教育・保

育給付」の認定を受けることになります。認定証は、

選考結果にかかわらず、申込者すべてに発行されま

す。詳細は、P.4「⑤「保育の必要性」及び「保育時

間」の認定について」をご覧ください。 

 利用の決定（面談） 

➢ 選考の結果、保育所等の受入枠が確保できた場合は

「内定通知」、受入枠が確保できなかった場合には「不

可通知」を郵送にて通知します。詳細は、P.9「②選

考の結果・通知」をご覧ください。 

➢ 内定のあった保育所等との連絡・面談後、正式に保育

所等の利用が決定します。また、決定した方について

は、郵送にて「保育の実施決定通知書」を送付します。

詳細は、P.9「③利用の決定」をご覧ください。 

利用の不可 

➢ 不可の場合、申込みを取り下げるまでは選考の対象と

なります。P.９「②選考の結果・通知」をご覧ください。 
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① 申込受付の日程（※市外からの申込み・市外保育所等への申込みの場合は P.10 をご覧ください。） 
 

【令和６年度申込受付期間】 

募集内容 申込受付期間 （※土・日・祝日休日は除く。） 受付方法・場所・時間 

＜１次募集＞ 

令和６年４月 

利用分 

令和５年１０月１６日（月）～１１月２日（木） 

※郵送の場合、１１月２日（木）必着 

※ただし、申込みに係る不足書類のみ１１月１０日（金）まで受付  

＜受付方法＞ 

窓口または郵送 

 

＜受付場所＞ 

小田原市役所本庁舎

5 階 保育課 

※郵送先は P.2８を参照 

 

＜受付時間＞ 

８時３０分～１７時 

＜２次募集＞ 

令和６年４月 

利用分 

令和５年１１月６日（月）～ 令和６年１月 19 日（金） 

※郵送の場合、１月 19 日（金）必着 

※ただし、申込みに係る不足書類のみ１月２6日（金）まで受付  

令和６年５月～ 

令和７年３月 

利用分 

利用を希望する月の前月１０日まで 

※郵送の場合、１０日必着 

（１０日が休みの場合は前開庁日） 
 

② 申込みにあたっての注意事項 

1. 郵送受付については、書留郵便等の配達記録が残る方法のみとなります。 

郵送の場合、マイナンバーの提出はできません。P.７～８「４．必要な提出書類について」をご確

認ください。また、提出期限についても「必着」となりますので、お早めにお申し込みください。 
 

2. 「申込みに係る不足書類」とは、＜１次募集＞及び＜２次募集＞それぞれの受付期間内に申し込ま

れた保育要件の要件確認書類（就労証明書等）及び「保育所等利用申込にかかる誓約書」に不足が

あった場合の書類のことです。希望園の追加や変更などはできません。 
 

3. 保育所等の利用は、月単位（毎月１日付け）での利用となります。月の途中からの利用はできません。 
 

4. 出生前のお子様の申込みも可能です。この場合、申込書の児童氏名・生年月日・性別を空欄にし、

母子健康手帳の写し（出産予定日が分かるページとお母様の名前が記載されているページ）を添付

してください。（出生後は速やかに保育課へご連絡ください。） 
 

5. 入所の内定を辞退する場合には、内定先の保育所等と保育課の両方に連絡していただくとともに、保育

課に内定を辞退する旨の届出「保育所等入所内定（決定）辞退届」をご提出ください。辞退後も申込み

を続ける場合には、利用選考の際に、選考指数から減点されることとなりますのでご承知おきください。 
 

6. 保育所等の利用の申込みを取り下げる場合には、「保育所入所申込取り下げ書」をご提出ください。 
 

7. 申込みの有効期間は、令和７年３月利用分までです。 

令和７年４月以降の入所についても希望する場合には、申込みが改めて必要となります。(例年 10 月中旬頃)  

また、令和６年４月２次の利用選考の結果、入所ができなかった場合、5月以降の利用選考の継続につい

て意向調査があります。引き続き利用選考を希望する方は、調査時に送付する希望票の提出が必要です。

希望票の提出がない場合、5 月以降の利用希望がないものとされますのでご注意ください。 
 

8. 申込みの内容（就労状況や育児休業の期間など）に虚偽があった場合には、入所の内定があった場合で

も取り消しとなります。また、すでに入園しているお子様についても退園していただくことになります

ので、ご承知おきください。 

３．申込受付について 
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保育所等の利用申込みにあたっては、次の書類が必要となります。 

家庭の状況や世帯構成、保育要件によって必要な書類が異なりますので、漏れのないようご注意

ください。申込書類は、市ホームページからもダウンロードすることができます。 
 

～兄弟姉妹で申し込む場合～ 

 お子様ごとに申込書が必要になります。保育所の受入の状況によっては、同じ保育所等に入所でき

ない場合もあります。申込書に兄弟姉妹の利用の優先順位について、「同じ月に同じ施設を希望」「別々

の施設でもよい」「年齢が上の子を優先」など、希望を記入する欄がありますのでご検討ください。 
 

１．保育所等利用申込書 
P.12～14「10. 申込書の記載例」を参考に、太枠の中を記入漏れのないように記入してください。 

２．保育所等利用申込にかかる誓約書 

申込みにあたって、重要な事項を記載しておりますので、確認していただき、ご署名のうえ、申込書と

一緒にご提出ください。提出がない場合は書類不備の扱いとなります。 

３．保育所等利用児童健康状態調査票 
お子様の病気履歴や生活状況、アレルギー等について事前に調査させていただき、保育所等での面接時に

活用させていただきます。※出産前に入所申込する場合は、出産後 1 か月以内にご提出ください。 

４．「保育を必要とする事由」を証明する書類 
保育を必要とする事由に応じて、それぞれの保護者の状況を証明する書類をご提出ください。申込

期限までに提出書類が未提出の場合、選考において不利になることがありますので、ご注意ください。 
 

保育を必要とする事由 提 出 が 必 要 な 書 類 注 意 事 項 

① 就労 

（自営業または事業主が親族ではない場合）  

◆ 就労証明書（令和 6 年度様式） 

➢ 就労証明書は、指定様式以外の様式（旧様式含む）は原

則受付できません。 

➢ 就労証明書は、訂正がある場合も含め、必ず事業主（担

当者）に記入してもらってください。なお、訂正印等は

不要です。 

➢ 就労証明書の不備や、自営を証明する書類及び自営の継

続性を証明する書類の提出がない場合は、書類不備とな

ります。 

➢ 「1か月の平均就労日数が15日以上かつ合計就労時間

が 60 時間以上」を満たしていない場合、就労の事由と

はなりません。 

（自営業または事業主が親族である場合）  

◆ 就労証明書（令和 6 年度様式） 

  ＋ 

◆ 自営を証明する書類 

（開業届、営業許可証、法人設立届など） 

   ＋ 

◆ 自営の継続性を証明する書類 

 （直近の源泉徴収票、確定申告書、 

業務委託契約書、売上票など） 
 

（育児休業から復職する場合） ※重要事項あり 

入所月の翌月 14 日まで（休日にあたる場合は前営業日まで）に復職する必要があります。
このため、利用申込みが可能な月は以下の例のとおりとなります。 

（例１）5 月 14 日復職 ⇒ 4 月 1 日からの利用申込みが可能 
（例 2）5 月 15 日復職 ⇒ 5 月 1 日からの利用申込みが可能 

※ 育児休業期間中に復職を早めて利用を希望する場合には、就労証明書にその旨を記入し
てもらう必要があります。 

※ 育児休業から復職することを条件として保育所等の利用が決定された場合、復職後２週
間以内に「復職を証明する書類」の提出が必要になります。（証明日は復職日以降に限る） 
書類の提出がない場合は、入所月の翌月末で退園となりますのでご注意ください。 

② 出産 ◆ 母子手帳の写し 

➢ 保護者の氏名が記載されたページと、出産予定日（分娩

予定日）が記載されたページの写しを提出してくださ

い。なお、期間は産前産後８週の属する月の期間です。 

➢ 出産の事由期間後も申込みを続ける場合は他の事由が

確認できる書類の提出が必要です。 

➢ 出産事由で入所していて、引き続き育児休業を取得する

場合には、育児休業期間が記載された就労証明書の提出

が必要です。 

４．必要な提出書類について 
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③ 疾病やけが 
◆ 診断書 

◆ 障がいによる手帳等 

診断書には、「○○の疾病のため、家庭での保育が困難で

ある」旨の記載と、「治療期間」を記入してもらってくだ

さい。対象者が障害者手帳及び療育手帳をお持ちの方は診

断書の提出は不要です。 

④ 病人の看護等 

（看護等を必要とする方について） 
 

◆ 診断書 

 ＋ 

◆ 障がいによる手帳等 

◆ 介護保険被保険者証等 

診断書には、「看護等が必要なため、家庭での保育が困難

である」旨の記載と、「治療期間」などを記入してもらっ

てください。 

なお、対象者が障害者手帳及び療育手帳や介護保険被保険

者証などをお持ちの場合でも診断書の提出は必要となり

ます。 

⑤ 就学 

◆ 在学証明証や学生証 

    ＋ 

◆ 就学時間の分かる書類 

➢ 在学証明証は、各学校の様式で提出してください。 

➢ カリキュラムやシラバスのような就学時間（時間割）の

分かる書類を提出してください。 

⑥ 求職活動 なし 

期間内に就労を開始した場合は、就労証明書を提出してく

ださい。就労証明書の発行に時間がかかる場合があります

ので、就労が決定次第、速やかに就労先へ就労証明書の発

行を依頼してください。 

なお、求職活動を事由に利用できる保育時間は保育短時間

のみとなるため、就労の開始等により保育時間を保育標準

時間に変更する場合には、別途届出が必要となります。 

⑦ 災害やその他 ◆ り災証明書 等 
保育を必要とする事由の状況に応じて判断しますので、該当

する場合は、小田原市保育課までお問い合わせください。 

 

５．利用者負担金（保育料）算定及び副食費徴収対象判定の基礎となる書類（市外に住民票がある（あった）方）  
令和 5年 1月 2 日以降に小田原市へ転入してきた方、また、単身赴任により小田原市外に住民票

がある方は、マイナンバーの提供、または、保育料の算定・副食費徴収対象の判定を行うための資料

の提出が必要です。現在同居している祖父母についても、同様の場合は提出が必要です。 

※ 住民税未申告の方は、マイナンバーをご提供いただいても算定できないため、必ず住民票のある

（あった）居住地で税の申告を行ってください。 

※ 郵送の場合は下記の書類を同封、または、後日マイナンバー確認書類（P.15「１１．個人番号

（マイナンバー）の記入と本人確認について」参照）を窓口に持参してください。 

対 象 者 提出書類 備    考 

令和 5年 1月 1 日時
点で小田原市外に住
民登録があった方 

令和5年度住民
税課税(非課税)
証明書 

●令和5年1月1日に居住していた市区町村で発行を受けてください。なお、

収入が無かった方も「非課税証明書」の提出が必要です。 

※４月分から８月分までの保育料の算定または副食費徴収対象の判定を行う

ために必要となります。 

 外国にいた方 令和 4年１月～１２月の１年間の収入の分かる書類 

令和 6年 1月 1 日時
点で小田原市外に住
民登録があった方 

令和6年度住民
税課税(非課税)
証明書 

●令和6年1月1日に居住していた市区町村で発行を受けてください。なお、

収入が無かった方も「非課税証明書」の提出が必要です。 

※９月分からの保育料の算定または副食費徴収対象の判定を行うために必要

となります。 

※「令和 6 年度住民税課税（非課税）証明書」は、令和 6 年６月以降でない

と発行できませんので、それ以前に申込みをされる方はその時点では提出

の必要はありません。 

 外国にいた方 令和 5年１月～１２月の１年間の収入の分かる書類 

※ 外国にいた方については、住民税の税額情報が確認できないため、マイナンバーのご提供をいただ

いた方でも収入のわかる書類の提出が必要となります。 
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① 利用の選考 

保育所等利用申込者の「保育を必要とする事由」を指数化し、その指数の高い方から順に希望

の保育所等の受入れできる児童数を基に、利用する保育所等を公平に選考判定します。 

 

※ 保育所等利用判定基準表は、小田原市ホームページの保育所等利用申込みに関するページに

掲載されます（毎年度見直しを図っているため、年度ごとに掲載）。 

 

② 選考の結果・通知 
保育所等の受入枠が確保できた児童に対して「内定通知」を、受入枠を確保できなかった方には 

「不可通知」及び「不承諾通知」を書類選考結果として郵送にて通知します。「内定」となった場合

は、速やかに内定先施設に連絡をとっていただき、面接を行ってください。 

 なお、書類選考結果が「不可」だった場合には、４月の２次選考結果を除いて、申込みの取り下げ

がない限り、次回も選考の対象となります。申込みを取り下げる場合は、別途「保育所入所申込取り

下げ書」をご提出ください。 

※ ４月の２次選考結果が「不可」の場合は、その後の申込継続にあたり意向調査を行います。 

詳しくは P.６「②申込みにあたっての注意事項」をご確認ください。 

 

 

書類選考結果通知の発送予定 

 ・令和６年 4月利用 1 次判定・・・・・・・令和５年 12月下旬頃 

   ・令和６年 4月利用 2次判定・・・・・・・令和６年 2月下旬頃 

   ・令和６年 5月～令和７年 3月利用分・・・利用希望月の前月 2０日頃 

 

 

③ 利用の決定 
保育所等との面接の結果、集団保育への参加に問題がないと確認できた場合、正式に保育所等

の利用が決定します。保育所等の利用が決定した方については、小田原市から「保育の実施決定

通知書」を郵送にてお送りします。認定こども園（保育部）、小規模保育事業の利用が決定した

方については、施設との直接契約となります。（詳細は園との面接時にご確認ください。） 

 

 

  決定通知の発送予定（認定こども園（保育部）、小規模保育事業を除く） 

・令和６年 4 月利用 1次判定・・・・・・・令和６年 1 月下旬頃 

   ・令和６年 4月利用 2次判定・・・・・・・令和６年 3月中旬頃 

   ・令和６年 5月～令和７年 3月利用分・・・利用希望月の前月末 

 

～毎月の選考結果にかかる集計表の公表について～ 

 

毎月の保育所等の選考結果については、集計表を作成し、市役所本庁舎５階保育課

窓口に掲示しているほか、小田原市ホームページにおいても公表しております。 

５．申込後の選考と結果について 
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●小田原市内にお住まいの方で、市外の保育所等の入所を希望する場合 

受 付 場 所 P.6「３．申込受付について ①」にある受付場所のとおり 

受 付 期 間 

希望する保育所等がある市区町村が設定する締切日の１週間前まで 

※小田原市から希望先市区町村に郵送しますので、余裕をもって提出してください。 

※市区町村によって、申込み事由等が異なりますので、事前に、希望する保育所等がある

市区町村の保育担当課に、「申込みが可能か」「申込締切日」「必要書類」「受入年齢」

など必要事項を確認してください。 

必 要 書 類 小田原市様式の申込書および添付書類一式と、希望先市区町村の指定する書類 

選 考 結 果 の 通 知 希望先市区町村での選考後に、小田原市から選考結果の通知をします。 

入 所 後 保 育 料 小田原市の基準により算定。支払先の詳細は P.19「●保育料の支払先」を参照。 

※ 申請中に小田原市外へ転出される方については、取下げ書の提出が必要です。転出先の自治体より改めて入所申込を行ってください。 

●小田原市外にお住まいの方で、小田原市内の保育所等の入所を希望する場合 

受 付 場 所 

申込時点でお住まいの市区町村の保育所等入所申込窓口 

※お住まいの市区町村によっては、申込先の市区町村へ直接申込みの場合がありま

す。事前に、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 

受 付 期 間 

小田原市の設定する締切日（P.6「３．申込受付について ①」）の 1 週間前まで 

※お住まいの市区町村から小田原市に書類が送付されますので、締切日までに書類

が届くよう、余裕を持ってお申込みください。 

必 要 書 類 

・お住まいの市区町村で使用する申込書一式（小田原市に転入する場合は、小田原市様式の申込書一式）  

・転入に関する同意書 

・小田原市に転入することを証明する書類 

（賃貸契約書や不動産売買契約書の写し等、小田原市への転入時期、転入後の住所が記載されているもの） 

※提出があると利用選考にあたり小田原市民と同様の選考指数となります。 

選 考 結 果 の 通 知 
小田原市での選考後に、小田原市からお住まいの市区町村に対して結果を送付します。

その後、お住まいの市区町村から保護者あてに結果が通知されます。 

転 入 後 手 続 
小田原市への転入後は、改めて小田原市での申込みをし、支給認定を受ける必要があ

ります。転入後すみやかに行ってください。 

入 所 後 保 育 料 お住まいの市区町村の基準により算定。支払先の詳細は P.19「●保育料の支払先」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

保育所等に既に入所している方で転園を希望される場合の申込方法及び提出書類は、新規申込

みをする場合と同様です。（P.6「３．申込受付について ①」）また、現在通っている保育所等

を退所して新規に申込む場合と、転園先が決定するまで現在の保育所等に通い続ける場合によっ

て取り扱いがことなります。なお、転園が決定した場合、入所の有無に関わらず現在通っている

保育所等は原則、退所となりますのでご注意ください。 

※ 申込時点で、住民登録（住民票）がある自治体から申し込むこととなります 

例えば、令和６年４月からの小田原市内の保育所利用を希望しているが、令和５年１１月２日（１次申込

締切日）の時点では、まだ小田原市外に住民登録があるといった場合には、申込時点で住民登録がある自治

体に申込みをしていただくようになります。 

申込後に、小田原市に住民登録を移した際には、小田原市民としての申込みの手続きを改めてしていただ

くようになりますので、保育課までお越しください。 

６．市外からの申込み・市外の保育所等への申込みについて 

７．転園の申込みについて 
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申込後の変更事項については、速やかに届け出てください。 

令和６年４月利用申込みについては、１次は令和５年１１月２日までに、2 次は令和６年 1 月１９日までにそれ

ぞれ提出されたものが４月の利用選考に反映しております。 

令和６年５月～令和７年３月利用申込み以降については、毎月１０日（休みの場合は前開庁日）までに提出され

たものが翌月の利用選考に反映しております。 

変更する内容によって提出する書類等が異なりますのでご注意ください。 

利用希望保育所等の変更・兄弟

姉妹の利用の優先順位の変更 

申込後に利用を希望する保育所等の追加・削除・順番の変更や、兄弟姉妹の利

用の優先順位の変更をする場合には、「希望園変更届」を提出してください。 

求職中から就労が決定（内定）

した場合 

就労決定（内定）先の就労証明書をご提出ください。また、保育時間の変更を

希望する場合には、あわせて「届出事項変更届」を提出してください。 

申込み中に退職したとき 
その旨を保育課へご連絡ください。また、求職活動をする場合には、その旨も

「届出事項変更届」により届け出してください。 

申込み中に転職したとき 転職先の就労証明書をご提出ください。 

育児休業期間が変更になった

とき 

変更後の育児休業期間の記載された就労証明書をご提出ください。育児休業期

間中に、復職を早めて利用を希望する場合は、就労先に育児休業期間を短縮し

復職できるか確認し、その旨を就労証明書に記入する必要があります。 

申込み中に妊娠が分かったと

き 

母子健康手帳の写し（出産（分娩）予定日が記入されているページと、お母様

の名前が記載されているページ）をご提出ください。出産予定日の前後８週間

の属する月の期間を妊娠・出産事由に変更します。 

認可外保育施設を利用してい

る場合 

月極めで利用している場合には、「在園証明書」を利用施設に発行してもらい

提出してください。 

申込みを取り下げる場合 「保育所入所申込取り下げ書」を提出してください。 

その他変更事項があったとき 

住所・氏名・電話番号の変更、家族構成や家庭状況の変更（結婚・離婚等）、

申込児童の待機場所の変更、保育を利用する事由の変更をするときなどは、「届

出事項変更届」等により変更の届け出をしてください。また、変更内容によっ

ては、証明書類等、別途書類の提出が必要な場合がございます。 

 

 

 
 

保育コンシェルジュとは、保護者のニーズにあった保育サービスのアドバイスなどを行う、保育士資格を

持った専門相談員です。保育所等の入所相談のほか、保育サービスに係るさまざまな情報をお伝えします。 
 

 ※ 庁外施設への出張相談により外出中の場合や、ほかの相談者の対応中の場合があるため、

ご相談を希望の際は、事前にお電話でのご予約をお願いします。 

 ※ 利用申込みに当たり、入所の不承諾や保留を希望とする旨の相談はお受けできません。 
 

【相談日時】 【相談場所】 【電話番号】 

平日   9：００～１２：００ 

１３：００～１７：００ 

小田原市役所 5階(赤通路) 

保育課 窓口 
0465-33-1451 

 

 

 

 

 

 

 

８．申込み後の変更事項について 

９．保育コンシェルジュ相談について 

【令和６年４月１次申込受付期間中の対応について】 

１次申込の受付期間中は、お問い合わせが増えるため、ご相談の予約が取り

づらくなります。可能な限り、受付期間より前にご予約の上、ご相談ください。 

※ 受付期間については、P.6「３．申込受付について ①」をご確認ください。 
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１０．申込書の記載例 
 

 

希望は６園まで。 

入園可能な年齢か必ず確認

してから記入しましょう。 

父母・申込児童以外の同居している方をご記

入ください。（兄弟や祖父母、親族ではない
同居人も含みます。） 

年齢は今現在ではな

く、令和６年４月１日
時点の年齢です。 

「代表保護者」は通知等の宛名になる

保護者です。（父母どちらでも可） 

申込書は１～３ページまでが記入項目です。 
（４ページ目は記入不要） 

希望開始月とは、入所したい月です。 
その月が申込可能な年齢か必ず確認しましょう。 

電話番号は①～③に、優先順位の
高い順に記入してください。 
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該当する項目にチェックで回答し、施設名等にも記入してください。 

兄弟姉妹で申込時は必ず記入し、同じ区分を選択してください。 

該当する状況によっては、添付書類が別途必要になりますのでご注意ください。 
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父母それぞれの状況について回答してください。 
（ひとり親の場合はどちらかの記入のみ） 

保育要件については、父母それぞれすべて該当する項目を 
記入してください。（複数可） 

保育要件を確認できる書類の提出がない場合は、書類不備となります。 
※必要な提出書類については、Ｐ７～８「４.「保育を必要とする事由」を

証明する書類」をご覧ください。 

（４ページ目は記入不要） 
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● 申込書への個人番号（マイナンバー）記入のお願い 
 
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

（マイナンバー法）」の施行に伴い、支給認定申請に係る手続きには個人番号 

（マイナンバー）の記入と本人確認等の手続きが必要となります。 
 

申込書の 1 ページ目にある以下の項目にそれぞれ個人番号（マイナンバー）の記

入欄がありますので、該当する方全員の個人番号を記入してください。 

① 申込者（すべての保護者） 

② 申込児童 
 
 

● 保育課窓口で申込書を提出の際は、本人確認（番号確認・身元確認）が必要です。 

個人番号（マイナンバー）を記載した申込書を提出する場合、なりすましなど

を防止するため、個人番号が正しい番号であることの確認（番号確認）と、番号

の正しい持ち主であることの確認（身元確認）を行います。 
 
≪本人確認に必要な書類等≫ 

本人確認には次の書類等を窓口で提示していただきます。 
 
➢ 番号確認書類（次のうちの１つ・コピー不可） 

・個人番号カード（マイナンバーカード） 

・個人番号通知カード 

・住民票の写し又は住民票記載事項証明書（個人番号が記載されたもの） 

    

➢ 身元確認書類 

顔写真付きの公的証明書（１つ必要・コピー不可） 

・個人番号カード（マイナンバーカード） 

・運転免許証、運転経歴証明書（平成２４年４月１日以降に交付されたもの） 

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 

・旅券（パスポート）、在留カード、特別永住者証明書 

・官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって氏名・住所

もしくは生年月日が記載され写真の表示等の措置が施されているもの 
 
顔写真なしの公的証明書（２つ必要・コピー不可） 

・公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、国家公務員共済又は地方 

公務員共済の組合員証、私立学校教職員共済の加入者証、国民年金手帳 

・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 

・その他官公署等から発行された書類であって氏名・住所もしくは生年月日が記載

されているもの 
 
※ 個人番号カード（マイナンバーカード）のみの提示で、番号確認と身元確認が可能です。 

※ 本人確認書類は必ず原本をお持ちください。 

※ 窓口に来られる方が代理人（申請者とは別の方）の場合は、別途「委任状」の提出が必要

となります。（「委任状」の様式指定は特にございません） 

１１．個人番号（マイナンバー）の記入と本人確認について 
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Q１．昨年見学に行った施設も見学に行く必要がありますか？ 

A：それぞれの園では、毎年度保育内容を見直し、より良い保育を目指しているため、前年と状況が変わって

いることもあります。このため、見学が必要かどうかは希望される保育所等へ確認をお願いします。 

  （見学の必要性については、P.２「②保育所等の見学について」をご覧ください。） 
 

Q2．申込書の提出は市内各タウンセンターの住民窓口などでも可能ですか？ 

A：できません。直接保育課窓口へ提出いただくか、または郵送のみとなります。なお、郵送される場合は、

必着となりますので提出期限にご注意ください。また、郵送事故等は補償できませんので、配達記録の残

る方法でお願いします。（受付期間などについては P.6「３.申込受付について」をご覧ください。） 
 

Q３．保育要件を確認する書類が未提出または不備の場合は選考の対象外となりますか？ 

A：選考の対象となります。ただし、書類が未提出や不備の場合、選考指数が減点されてしまうので、予めご

了承ください。（必要な提出書類については、P.7～8「４.必要な提出書類について」をご覧ください。） 
 

Q４．就労証明書は以前に提出したものや前もって準備したものを利用することは可能ですか？ 

A：就労証明書の有効期限は、証明日から３ヶ月以内です。これを過ぎた場合は無効となります。また、新年

度の申込の場合、様式に変更が生じる場合があるため、原則として年度ごとに決められた様式による就労

証明書の提出が必要となります。（旧様式による提出は無効となり、不備と同等の扱いになります。） 
 

Q５．市外に住んでいますが、小田原市の保育所等を申込むことは可能ですか？ 

A：可能です。申込については、お住いの自治体窓口で行うため、期限（原則、小田原市の申込期日の１週間

前まで）や提出書類等に注意して余裕を持ってお申込みください。なお、小田原市民を優先するという観

点から、市外在住の方のお申込みは指数に減点がつきます。ただし、入所月に小田原市に転入予定である

ことを証明する書類を提出いただくことで市民と同様の取り扱いになります。（詳しくは P.10「６.市外

からの申込み・市外の保育所等への申込みについて」をご覧ください。） 
 

Q６．現在、保育園に通っていますが、別の園に申込みすることは可能ですか？ 

A：転園の申込が可能です。その場合、まだ保育園の決まっていない方の申込に比べ、指数が低くなりますの

でご承知おきください。ただし、転職や引っ越し、兄弟姉妹で同じ保育園を希望する場合などについては、

通常の転園に比べ、指数が高くなる場合があります。転園先に内定が決まった場合、入所の有無に関わら

ず今通っている保育園は退園となります。  
 

Q７．保育園の空き状況を教えてもらえますか？ 

A：小田原市では、申込受付締切後、選考判定の直前となる日まで各保育所等の受入児童数が分からないため、

空き状況をお伝えすることはできません。前月の入所結果集計表（市のホームページにも掲載）などを参

考にしてください。 
 

Q８．育児休業からの復帰が条件で入所決定した場合、いつまでに復帰すれば良いですか？ 

A：入所月の翌月 14日までの復帰が条件となります。また、復職後２週間以内に復職証明書の提出が必須と

なります。復職証明書の提出がない場合、入所月の翌月末で退園となりますのでご注意ください。 

  なお、兄弟姉妹の申込で一方のみが入所決定した場合でも職場復帰しなければなりません。 
 

Q９．選考結果はいつどのように届きますか？ 

A：例年、４月１次選考結果は前年 12 月下旬頃、４月２次選考結果は当年２月下旬頃です。また、５月～翌

年３月の各月の選考結果は、入所月の前月 20日頃に保育課より結果通知を通知します。 

（詳しくは P.９「②選考の結果・通知」をご覧ください。） 

１２．入所申込に関するよくあるご質問（Ｑ＆Ａ）について 
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●お子様が保育所等に慣れるまでの短縮保育（ならし保育）について 

利用開始直後は、お子様のストレスを少なくするため、保育所等に慣れるまで短い時間の保育（な

らし保育）を行い、徐々に通常の保育時間にしていきます。このため、就労等で利用される方は、保

育時間にご注意ください。なお、ならし保育の期間は、お子様の状況や保育所等によって異なるため、

事前に相談しておきましょう。 
 

●家庭状況等の変更に伴う報告について 

利用中に、以下に示すような家庭状況に変更があった場合は、速やかに保育課及び在園している施

設に変更事項を届け出るようにしてください。 
 

主 な 家 庭 状 況 の 変 更 理 由 提 出 書 類 

住所・氏名・電話番号等に変更があった場合 「届出事項変更届出書」 

妊娠が分かった場合（※１） 母子手帳の写し、「届出事項変更届出書」 

結婚、離婚等の家庭状況に変更があった場合 「届出事項変更届出書」 

保護者が就労先を辞め、「求職中」となった場合 「届出事項変更届出書」 

保護者が就労先を辞め、転職等により就労先が変更になっ

た場合 

新しい勤務先（転職先）の「就労証明書」 

求職中に就労先が決定した場合（※２）や育児休業中に下

の子の入所が決定し、職場復帰する場合など、保育時間（保

育短時間⇔保育標準時間）の変更が必要となった場合 

「届出事項変更届出書」 

※就労先の決定時や勤務時間帯の変更が生じ

る場合は、あわせて「就労証明書」が必要です。 

保護者の都合等により退園する場合 「保育の実施解除申請書」 
 

※１…母子健康手帳の写し（出産予定日が記入されているページと、お母様の名前が記載されているページ）を

ご提出ください。出産予定日の前後８週間の属する月の期間を妊娠・出産事由に変更します。引き続き育

児休業を取得する場合には、育児休業期間の記載された就労証明書を提出してください。育児休業中の保

育時間は、保育短時間となります。また、出産事由中に父親が育児休業を取得する場合も保育短時間とな

ります。 
 

※２…就労決定（内定）先の就労証明書を提出してください。また、保育時間の変更を希望する場合には、別途

「届出事項変更届出書」を提出していただく必要があります。 
 

●長期欠席について 

原則として、家庭の事情等により 1か月以上の長期欠席をする場合は、退所していただくことにな

りますのでご了承ください。なお、1 か月に満たない欠席の場合は、各保育所等へ理由を申告するよ

うお願いします。 
 

●退所・市外への転出について 

家庭の事情や市外への転出等により保育所等を退所する場合は、退所する月の 15日頃までに「保

育の実施解除申請書」に必要事項を記入の上、保育課又は各保育所等へ提出するようにしてください。

「保育の実施解除申請書」の提出が遅れると、翌月の保育料を支払っていただくこととなりますので

ご了承ください。 

なお、市外へ転出し、引き続き同じ保育所等を利用したい場合は、転出先の市町村で手続きが必要

となりますので事前にご相談ください。 
 
●翌年度の継続利用申込について 

  例年１２月頃に、入所保育所等を通じて、翌年度の保育所等の継続利用を希望する方には継続利用

申込書を提出していただきます。その際に、保育を必要とする事由が確認できる書類もあわせて提出

していただきます。 

１３．保育所等の入所後について 
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□ ３～５歳児クラスの子ども 

３歳児クラス以上の保育料は無償となります。（実費として徴収されている費用（通園送

迎費、給食食材料費、行事費等）や延長保育料等は、無償化の対象外です。） 

 

 

 

 

 

 

 
 

□ ０～２歳児クラスの子ども 

保育所等の利用にかかる利用者負担金（保育料）は世帯の収入に応じて決定します。 

4 月分から 8 月分は前年度の市民税を基に、9 月分から翌年 3 月分は当年度の市民税を基にそれぞれ

保育料を算定いたしますので、9月に保育料が変更となります。（市民税額の見方については、Ｐ.23「17．

市民税額の見方について」を参照） 

【保護者負担金（保育料）の算定基準】 

4 月分 5 月分 6 月分 7 月分 8 月分 9 月分 10 月分 11 月分 12 月分 1 月分 2 月分 3 月分 

  

前年度の市民税を基に保育料を算定 当年度の市民税を基に保育料を算定（9月に保育料変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保育料を算定する市区町村 

  お住まいの市区町村の基準に基づいて、その市区町村で決定されます。 
小田原市にお住まいの方は、P.24～25「令和６年度 3 号認定月額利用者負担」の階層表をご覧ください。 

 

●保育料の軽減について 

就学前児童の兄弟・姉妹が同時に保育所等を利用している場合、第 2子は半額に、第 3 子以降は無料

となります。また、兄弟・姉妹の上の子が幼稚園、認定こども園（幼稚部）、障害福祉施設、企業主導

型保育事業に在園している場合でも、保育所等を利用しているとみなして、同様のサービスを行ってい

ます。当該事由で保育料の減額を受ける場合は、各施設より別紙「在園証明書（別途様式）」に必要事

項を記入してもらい証明を受けた上で、小田原市保育課へ提出してください。（小田原市に無償化のた

めの手続きをして在園する幼稚園、認定こども園（幼稚部）の場合は不要） 

※ 「障害福祉施設」とは、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援や医療型児童発達支援等

を実施する施設のことを指します。 

（1）公立と民間で保育料の料金の違いはありません。 

（2）認可保育所、小規模保育事業、認定こども園（保育部）で保育料の料金の違いはありません。 

（3）保育所等の利用中は、実際の利用の有無にかかわらず毎月保育料を納付していただきます。 

（4）以下の場合は、最高額の保育料がかかりますのでご注意ください(遡っての再算定はしません。) 

 ・住民税が未申告の場合  

※転入された方は、転入前に居住していた市区町村にて必ず税の申告を行ってください。 

 ・転入された方で、マイナンバーの提供にご同意いただけず、保育料算定の基礎となる書類（課税証

明書等）が未提出の場合 

 ・外国にいた方で、収入のわかる書類が未提出の場合 

（５）保育料算定の基礎となる書類が申込時に未提出であっても、選考において不利になることはあり

ません。 

 

施設で提供する給食の材料にかかる費用（給食費）については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用

です。このため、施設を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担するこ

とが原則となりますので、主食・副食費ともに保護者のみなさまの実費負担となります。施設の設定した金額

を直接施設にお支払いください。 

年収約３６０万円未満の世帯の子どもおよび、第３子以降（※）の子どもについては、副食費部分の支払いが

免除されます。対象者には、市から通知します。※小学校就学前の保育所などに入所している子どもで算定 

 

 

給食費について 

１４．利用者負担金（保育料）について 
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●生計を一にする子ども 

就学・療養などの理由により別居しているが、生活費学資金・療養費などの送金が行われているなど

の「生計を一にする子」がいる場合には、世帯の市民税額所得割額に応じて、保育料の軽減が適用され

る場合があります。軽減にあたり届出が必要となりますので、保育課へお問い合わせください。 

 

●在宅障がい児（者）のいる世帯の場合 

在宅障がい児（者）のいる世帯（次の者がいる世帯）については、世帯の市民税額所得割額に応じて、

保育料が軽減となる場合があります。軽減にあたり手帳等の写しの提出が必要になりますので、入所申

込みの際に添付してください。 

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者 

・特別児童扶養手当の支給対象児童 

・国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者 

 

●祖父母と同居している世帯の場合 

  対象年(度)の父母の収入に対して賦課される市民税が非課税の世帯については、国からの指導により、

生活保護費に準じた本市独自の基準を設け、基準未満の収入の世帯について、同居の祖父母がいる場合、

祖父母分の税額による保育料算定を行うこととさせていただいております。 

 

●保育料の支払先 

利用する施設によって、支払先が次のように異なります。 

 利用施設 支払先 

小田原市にお住まいの方 

小田原市内の認可保育所（公立・民間） 
小田原市 

市外の認可保育所（民間） 

市外の認可保育所（公立） 
保育所のある市区町村 
（またはその保育所） 

小規模保育事業（市内・市外・公立・民間） 
利用施設に直接 

認定こども園（市内・市外・公立・民間） 

市外にお住まいで小田原
市内の施設を利用する方 

小田原市内の認可保育所（民間） お住まいの市区町村 

小田原市内の認可保育所（公立） 小田原市（またはその保育所） 

小田原市内の小規模保育事業（民間） 
利用施設に直接 

小田原市内の認定こども園（民間） 

 

●保育料の納付方法について 

小田原市にお住まいの方で小田原市が支払先となる保育料は、原則口座振替でのお支払いとなります。

「小田原市納付金口座振替依頼書兼変更・解約届」に必要事項をご記入の上、金融機関で登録手続きを

してください。登録用紙は、市内各金融機関又は小田原市保育課にございます。なお、振替日は毎月末

です。 

小田原市ホームページからもダウンロードできますが、この場合は保育課にご提出ください。 

登録は、保育所を利用する児童ごとに必要です。 

口座振替のお申込みをいただいてから、開始までに約 40～60 日程度かかります。 

口座振替の手続が完了していない方や、都合により口座振替の手続きができない方につきましては、 

毎月 15日以降に保育所経由でお渡しする納入通知書兼領収証書でお支払いください。 

※ 市外の民間保育所に通園されている場合は、郵送にてご自宅に送付させていただきます。 

利用可能 

金融機関 

横浜銀行 スルガ銀行 りそな銀行（※） 静岡銀行 静岡中央銀行 さがみ信用金庫 

中南信用金庫 中央労働金庫 小田原第一信用組合 かながわ西湘農業協同組合 ゆう

ちょ銀行（郵便局を含む） みずほ銀行（※） 三井住友銀行（※） 

利用できるスマートフォン

決済アプリ 
・PayPay  ・LINE Pay  ・はま Pay  ・ゆうちょ Pay 

※ 保育料をスマートフォン決済アプリでお支払いいただく場合、手数料はかかりませんが、

通信料は自己負担となります。 

（※）口座振替のみ 
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●一時保育事業について（※全ての保育所で行っているわけではありません） 

通常の保育所等の利用とは別に、保護者の方が、「就労」「就学」「通院」「買い物」「息抜き」「冠婚

葬祭」などの理由で、日中にお子様を一時的に保育所等に預けることができるサービスを行っている保育所

等があります。保育所等に直接申込みし、施設側が受入可能であれば利用できるサービスです。一時保育事

業の利用を希望する方は、各施設へ直接お問い合わせください。なお、利用にあたっては各施設で定めた利

用料金が掛かります。実施施設は、P26～27小田原市内施設一覧表の「一時」の欄をご覧ください。 
 

●小田原市内の認可外保育施設について 

小田原市内にある認可外保育施設で、一般の方の利用が可能な施設として次の施設があります。 

申込方法、保育料金、保育可能年齢、保育時間などは各施設に直接お問い合わせください。 

施設名 住所 電話 

ぎんが邑「ママちゃんHOUSE」 曽我光海８－３ ４２－３０６３ 

Nursery May 鴨宮８１１－１アーバンステージ ２０２号室  ２０－４２２６ 

ダイナシティ保育園 ※ 中里２０８ ダイナシティ ウエスト４F ４４－４３６６ 

バンビーノハウス ※ 栄町２－１２－１０ ２１－２１１５ 

クーピーガーデン ※ 栄町２－１３－３ セルアージュ小田原銀座通り２F  ４６－８７８０ 

ナーサリーとみず ※ 飯田岡９２－１ ４６－６９６４ 

ミナカ小田原 てんしの森保育園※ 栄町 1―1―15 ミナカ小田原４F ２２－１２１２ 

ママズスマイル小田原鴨宮店 成田 500-9 050-8883-0574 

マナマーレ保育園 中町３－１１－３３ ３３ー６６７７ 

※ 国の助成制度（企業主導型保育事業）を活用し、設置された保育施設になります。 
 

●病児・病後児保育サービスについて 

病気中や病気回復期で集団保育が困難なお子様を、専用の保育室で看護師等がお預かりすることにより、

お子様にとって無理のない環境で保育するサービスを行っている施設があります。利用するには市または施

設へ事前登録が必要です。（※詳しい内容は、保育課へご連絡ください。） 
 

【病児保育サービス】 

施 設 名 住 所 利用定員 開 所 時 間 休 園 日 
TEL 

FAX 

医療法人横田小児

科医院  病児保育

室「JAMBO
ジ ャ ン ボ

!」 

小田原市北ノ窪 514-1 

（横田小児科医院隣） 
6 名 

月曜日〜金曜日 

午前 7時 30分〜午後 5時 30分  

土日祝日、年末年始 

医療機関の臨時の休診日  

34-6000 

34-1115 

小田原駅前病児保育 

ファイン・おだわら 

小田原市栄町 1-5-17 

ヘルスケアタワー小田原 6 階 
3 名 

月曜日〜金曜日 

午前 8時 30分〜午後 6時 30分  

土日祝日、年末年始 

医療機関の臨時の休診日 

27-2929 

27-3899 

マナマーレ保育園 小田原市中町 3-11-33 6 名 
月曜日〜土曜日 

午前 8時 00分〜午後 6時 00分  

日曜祝日、年末年始 

医療機関の臨時の休診日 

33-6677 

20-8257 

【病後児保育サービス】 

施 設 名 住 所 利用定員 開 所 時 間 休 園 日 
TEL 

FAX 

宗教法人城前寺 

城前寺保育園病後 

児保育室「らっこ組」 

小田原市曽我光海 20-1 

2 階（下曽我駅曽我病院側ロータリー）  
4 名 

月曜日〜金曜日 

午前 7時 30分〜午後 5時 30分  

土日祝日、年末年始 

城前寺保育園行事に伴う休園日  

42-6354 

42-6354 

社会福祉法人宝安寺 

社会事業部 病後児保育室 

ほうあんりすのもり 

小田原市浜町 1-3-8 

(小田原愛児園園舎内） 

4 名 

月曜日〜金曜日 

午前 8 時 30 分〜午後 5 時 30 分 

土日祝日、年末年始 

小田原愛児園・小田原乳児園 

行事に伴う休園日 

080-4371-1900 

22-3524 

１５．その他の保育サービスについて 
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 令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が全国的に実施されております。 

 ３歳児クラス以上の幼稚園や保育所等の基本保育料が無償となるほか、保育の必要性のある方について

は、認可外保育施設等の利用料も無償となる場合があります。なお、無償化されるためには、新たな「子

育てのための施設等利用給付認定」を取得する必要がありますので希望者は保育課にご連絡ください。 

 

 

【対象者】 

子どもの年齢（4 月 1 日時点） 対象者 給付（無償化）上限額 

３～５歳 全員 ３７，０００円まで 

０～２歳 住民税非課税世帯のみ ※ ４２，０００円まで 

※４月～８月分までは前年度の住民税、９月～３月分は当年度の住民税で判断 

【無償化の条件】 

 条 件 ①  

無償化を希望する期間中に、市が定める 

「保育の必要性の事由」に該当すること。 

 条 件 ②  次の施設に入所していないこと。 

 ●認可保育所 ●地域型保育事業 ●企業主導型保育 

 ●認定こども園（保育部） 

【対象施設・サービス】入園料、実費（通園送迎費、食材料費、行事費など）は対象外 

対象施設・サービス ※ 備考 

認可外保育施設 
・月極め利用、一時利用、いずれも対象 

・事業所内にある託児施設やベビーシッターも対象 

一時預かり事業  

病児・病後児保育事業 ・送迎に要する費用は対象外 

ファミリー・サポート・

センター 

・援助を行う会員が①緊急救命講習②事故防止に関

する講習を受講していること。 

・送迎のみの利用は対象外 

※最終的に、市で無償化対象施設であると確認できたものに限られます。 

 

 

①「子育てのた

めの施設等利用

給付認定」 

を取得 

■保育所等の利用申込中の方は、申請書の提出は不要です。 

■申込み後に希望する場合は保育課へご連絡ください。 

■現在の状況を聞き取り、認定対象となる方に認定通知を送

付します。 

②施設等を利用 ■領収書や提供証明書などを取得したら保管しておく。 

③市に給付請求 

■別途、市から給付請求の案内をしますので、受付期間中に

市に請求書などを提出します。 

■市で審査して、給付金を指定口座に振り込みます。 
 

 

認可外保育施設等を利用される保護者様へのお知らせ ■認可外保育施設等も無償化の対象 

■無償化希望者は保育課に電話連絡 

 問い合わせ先  

小田原市保育課 電話：３３－１４５１ 

幼児教育・保育の無償化の 
実施について 

 

認可外保育施設等の無償化対象・内容 

 

「企業主導型保育」については、

標準的な利用料が無償化されま

す。ただし、企業主導型保育の施

設に入所している場合、その他の

サービスの利用については、無償

化の対象外となります。無償化の

対応は、施設が直接行うこととな

りますので、施設にお問い合わせ

ください。 
認可外保育施設等の無償化の手続き 

幼稚園や認定こども園の幼

稚部に在籍する子どもの預

かり保育については、在園

施設から案内が配布されて

います。 

１６．幼児教育・保育の無償化について 
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認可外保育施設等以外の無償化について 

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち 

【対象者・利用料】 

○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳までの全ての子供たちの利用料

が無償化されます。 

⚫ 幼稚園については、月額上限 25,700 円です。 

⚫ 無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間です。 

（注）幼稚園と認定こども園の幼稚部については、入園できる時期に合わせて、満３歳から無償化

します。 

⚫ 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。 

（注）ただし、年収 360 万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第３子以降の子供たちにつ

いては、副食（おかず・おやつ等）の費用が免除されます。 

⚫ 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定

や市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、保育課へご確認くださ

い。 

○ ０歳から２歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化

されます。 

⚫ さらに、子供が２人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利

用する最年長の子供を第１子とカウントして、０歳から２歳までの第２子は半額、第３子

以降は無償となります。 

（注）年収 360 万円未満相当世帯については、第１子の年齢は問いません。 

【対象となる施設・事業】 

○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業（標準的な利用

料）も同様に無償化の対象とされます。 

（注）地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。 

 

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち 

【対象者・利用料】 

○ 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 

 （注）原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の

要件については、就労等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）です。 

 （注）認可保育所等の申込みを行っている場合には、「みなし確認」により申請が不要とな

る場合がありますので、保育課にお問い合わせください。 

○ 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額 11,300 円までの範囲で預かり保育

の利用料が無償化されます。 
 

就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、３歳から５歳までの利用料が無償

化されます。 
 
 



23／28 

 

 
 
 保護者の方の市民税額の所得割額を合算した額で保育料の階層が決定されます。（次ページの階層表を参照）

この場合における所得割額は、「税額控除前の所得割額」から「調整控除額（例：1,500円）」を引いた額が

算定額となります。所得割額が課税されていない場合は、均等割額が課税されているかを確認します。 

 ※実際にお支払いになる納税額とは異なる場合があります。 

 ※配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、ふるさと納税などの市町村等に対する寄付金控除等の

税額控除の適用前の金額となります。 
 

（１）主に給与所得者の方の例【給与から住民税を引かれている方（特別徴収税額の決定の方）】 

 例年６月頃に勤務先から配布される「令和●●年度給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・

変更通知書（納税義務者用）」の市民税額の欄をご覧ください。（通知書の様式は市区町村によって異なる場

合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主に事業をなさっている方の例【口座振込や納付書等で住民税を納付している方（普通徴収の方）】 

 例年６月頃に市から送付される「●●年度 市民税・県民税 納税通知書」の「●●年度 市民税・県民税の課

税計算明細書」の市民税額の欄をご覧ください。（通知書の様式は市区町村によって異なる場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※（１）（２）の両方の通知をもらっている方は、（２）をご覧ください。 

④税額控除前所得割額 ― 調整控除額（⑤税額控除額の一部：例 1,500円）＝保育料算定の基準となる所得割額 

 ※⑤税額控除額には、調整控除額以外の税額控除の金額も含まれています。「調整控除」のみの額については、この通知

書の裏面をご確認ください。 

 

①税額控除前所得割額 

― ②調整控除額 

＝保育料算定の基準と

なる所得割額 

令和 

１７．市民税額の見方について 
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7:30 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:30 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:30 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:30 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:30 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (9:00 ～ 17:00)

7:30 ～ 18:30 (9:00 ～ 17:00)

7:00 ～ 18:30 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (9:00 ～ 17:00)

7:30 ～ 19:30 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (7:30 ～ 15:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:00 ～ 16:00)

7:00 ～ 19:00 (8:00 ～ 16:00)

7:00 ～ 19:00 (8:00 ～ 16:00)

7:00 ～ 19:00 (8:00 ～ 16：00)

7:00 ～ 19:00 (8:00 ～ 16：00)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 18:30 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 20:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 20:00 (8:30 ～ 16:30)

7:30 ～ 18:30 (8:00 ～ 16:00)

7:30 ～ 19:00 (9:00 ～ 17:00)

7:30 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

 ※ 

※1

※掲載事項に変更が生じる場合があります。

70

90

24

30

45

90

150

100

小田原市内保育所一覧表

120

120

90

130

90

70

20

株式会社 保育園　大空
250-0852

社会福祉法人 西大友保育園分園　みらい

曽我岸132

株式会社
250-0853

社会福祉法人 富水保育園

○45
栢山3602-4

250-0852

栢山880
3か月～

10か月～

250-0875

○

報徳保育園の一時預かりについては施設にお問い合わせください。

36-5660

47-8294

49-3550

37-4619

36-1619

35-6505

49-3550

41-1116
○

41-1126
○

36-0531
○

36-0835

48-5162

48-7164

46-6222

○
36-5660

○

36-4378

○

１歳～

250-0212

250-0203

産休明け～1歳20
土曜日は8:00～17：30まで

○

3か月～120

社会福祉法人 下府中保育園 産休明け～
土曜日は16：00まで中里184-6

80

○ ○

○

○4か月～

○

宗教法人 城前寺保育園　そが分園

社会福祉法人
西大友保育園
（本園）

利用可能時間は、各保育所の開設時間の範囲内で、基本的に11時間（標準時間）または８時間（短時間）の利用となり

ます。実際の登園・降園の時間や延長保育の実施時間については各保育所にお問合せください。

3か月～

土曜日は17：00まで

社会福祉法人

みゆき愛児園

社会福祉法人 クレヨンの森保育園

土曜日は16：00まで

社会福祉法人 中島保育園

90

60

150

80

土曜日は15：00まで

土曜日は16：00まで

社会福祉法人

産休明け～

3か月～

社会福祉法人 小田原乳児園 産休明け～1歳

浜町1-3-8

250-0004

浜町1-2-15

社会福祉法人 小田原愛児園

小田原市

令和６年（2024年）５月１日

区 分 設　置　主　体 施　　設　　名 保　育　年　齢 延長利 用 定 員

45

小田原市 下曽我保育園 4か月～ ○
土曜日は16：00まで

所　在　地

250-0206

曽我原347 42-0951

土曜日は16：00まで

開　設　時　間（短時間保育） 病後児
電 話 番 号

F A X 番 号
一時

120

豊川保育園 ○

100

42-3323
小田原市 曽我保育園

42-0951

土曜日は16：00まで

小田原市

小田原市 早川保育園

250-0862

成田654-5
65

36-0710土曜日は16：00まで

42-2852

22-2710

22-2710

4か月～ ○

1歳～

42-7720

2歳～

36-4754

36-4754

桜井保育園 4か月～ ○
36-0710

○ ○
22-3523

22-3524土曜日は17：00まで

250-0004
260

土曜日は17：00まで

22-3736

22-3524
○

○
24-1352

22-9915

22-3722

22-3723

22-4359

一般財団法人 足柄保育園 産休明け～ ○
32-3770土曜日は8：30～16：30まで扇町2-17-2

34-2528

23-3635

250-0012
産休明け～ ○

250-0005

35-2253

32-0245

34-3247

35-9470

○
土曜日は17：00まで

宗教法人 五百羅漢保育園 3か月～ ○

250-0055
120

久野1550
久野保育園

36-1914

37-3923土曜日は15：30まで
50

扇町5-7-35
90

6か月～ ○

3か月～

社会福祉法人 荻窪保育園 産休明け～ ○

土曜日は15：00まで

特定非営利 活動法人 螢田愛児園
蓮正寺783

土曜日は16：00まで
130

250-0042

荻窪542-5

34-4596

34-4596

社会福祉法人 国府津保育園 産休明け～ ○ ○
土曜日は18：00まで

47-3355

47-3354

社会福祉法人 石塚保育園 産休明け～ ○
土曜日は15：00まで

256-0812

国府津2769

47-3367

47-3367

特定非営利 活動法人 さくら保育園 産休明け～ ○
47-6611

47-6614

宗教法人
城前寺保育園
（本園）

産休明け～ ○ ○ ○
曽我原230-1 土曜日は15：30まで

95

栢山1946 土曜日は17：30まで

41-4150

41-4649

※1

○

土曜日は15：30まで

48-3430

土曜日は8:00～17：30まで

１歳～3歳

社会福祉法人

土曜日は8:00～16：45

48-6777土曜日は18：00まで

土曜日は16：30まで

36-0272
○

35-5854

一般財団法人
南鴨宮あいじ園
（本園）

3歳～ ○29
土曜日も同じ

産休明け～

桃重保育園
小八幡4-1-13

48-6770

87-7959

25-5564

土曜日は8:30～16：00まで

6か月～

250-0206

37-4635

南鴨宮3-48-12

250-0052

46-0872

46-0873

西大友485-2

○

○

土曜日は8：00～18：00

10か月～

5か月～2歳

堀之内458

西大友470-1

たんぽぽ保育園

250-0874

鴨宮444

250-0872

250-0875

南鴨宮3-23-24

256-0815

春光保育園

○

土曜日は17：00まで

産休明け～

250-0212

土曜日は18：00まで

250-0208

下大井104

早川2-3-13

250-0034

250-0851

曽比2153-2

お花畑保育園

南鴨宮3-48-７

社会福祉法人

社会福祉法人 上府中保育園
250-0215

250-0001

250-0001

府川139-2

本町4-6-18

中町2-13-48

板橋544

国府津3-11-25

社会福祉法人 報徳保育園

保育園　大地

南鴨宮あいじ園駅前分園

公

立

保

育

所

公私

連携型

保育所

民

 

間

 

保

 

育

 

所

○

株式会社

○

社会福祉法人

一般財団法人

250-0852

250-0021

42-1642

千代694-1 土曜日は16：00まで

42-9357

7か月～

256-0816

250-0875

42-9358

250-0865

256-0812

酒匂6-6-30

土曜日は8:30～15：00まで

土曜日も同じ
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8:00 ～ 18:00 (8:00 ～ 16:00)

7:00 ～ 18:00 (9:00 ～ 17:00)

7:30 ～ 18:30 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

8:00 ～ 18:00 (8:30 ～ 16:30)

※

※

※

7:00 ～ 19:00 (9:00 ～ 17:00)

7:00 ～ 19:00 (8:00 ～ 16:00)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 18:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (7:00 ～ 15:00)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (9:00 ～ 17:00)

7:00 ～ 19:00 (7:00 ～ 15:00)

7:30 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:00 ～ 16:00)

7:30 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:30 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

7:00 ～ 19:00 (8:30 ～ 16:30)

※

※

※

※

社会福祉法人
山王保育園
（保育部）

250-0003
90 産休明け～ ○

東町1-30-30 土曜日は16：00まで

有限会社

ぎんがむら保育園オダワラソダチ

　【連携先】

　　久野保育園

　　御濠端幼稚園

　※各施設の受入枠定員有

19

土曜日は18：00まで

4か月～2歳

59-0887

59-0887

○

47-0319

南鴨宮1-5-40 土曜日は8:00～13：00 47-0688

250-0045

城山1-6-32

42-9990

19

○

20-5918

20-5919

令和６年（2024年）５月１日

○

42-9990

○ ○

050-5807-2229

44-4563

44-4600

20-3901

○

○

19

利 用 定 員

株式会社

エンジェルキッズ鴨宮園

　【連携先】

　　さくら保育園

　　お花畑保育園

　※各施設の受入枠定員有

250-0875

産休明け～2歳 ○ ○

46-9216

小田原市内の小規模保育事業は、民間のみです。

30

18

20

46-9215

○

保育年齢クラス終了後は、それぞれの連携先に入所することができます。

利用可能時間は、各施設の開設時間の範囲内で、基本的に11時間（標準時間）または８時間（短時間）

の利用となります。実際の登園・降園の時間や延長保育の実施時間については各施設にお問合せください。

育みの家カンガルー栄町第１、たんぽぽの家、サンライズキッズ保育園小田原園、保育所モナミ蓮正寺園、おだわら・もあな保育

園、ぎんがむら保育園しろやま及びオダワラソダチ、エンジェルキッズ鴨宮園の連携先については、連携先ごとに受入枠の定員がある

ため、定員を上回る希望がある場合は、改めて入所選考を行い、連携先を決定いたします。

19

20-7677

20-7677

4か月～2歳

19

南鴨宮3-22-9 土曜日は18：00まで

87-5625

成田646-3 土曜日は18：30まで 87-5294
○○

○

株式会社

土曜日は18：00まで

特定非営利活動法人

久野860 土曜日は7:30～18：00

256-0812

保育所モナミ蓮正寺園

　【連携先】

　　友愛幼稚園

　　保育園大地

　※各施設の受入枠定員有

250-0865

産休明け～2歳

おだわら・もあな保育園

　【連携先】

　　下曽我保育園

　　国府津保育園

　　石塚保育園

　　桃重保育園

　※各施設の受入枠定員有

10

19

1歳～2歳

産休明け～2歳

サンライズキッズ保育園

小田原園

　【連携先】

　　桜井保育園

　　報徳保育園

　　富水保育園

　　保育園大地

　※各施設の受入枠定員有

育みの家カンガルー久野第２

　【連携先：久野保育園】

250-0055
産休明け～2歳

250-0851

株式会社

保育所モナミ桑原園

　【連携先：豊川保育園】

250-0862
産休明け～2歳

国府津2-4-4 土曜日は18：00まで

19

有限会社

成田794-2 土曜日も同じ

株式会社

曽比1755-1

ぎんがむら保育園しろやま

　【連携先】

　  みゆき愛児園

    中島保育園

    荻窪保育園

　※各施設の受入枠定員有

19

19

土曜日は18：00まで

城山3-3-8 土曜日は18：00まで

250-0045

22-8702

区 分

○

利用可能時間は、各園の開設時間の範囲内で、基本的に11時間（標準時間）または８時間（短時間）

の利用となります。実際の登園・降園の時間や延長保育の実施時間については各園にお問合せください。

F A X 番 号

電 話 番 号

土曜日は16：00まで

1歳～

2歳～

○

土曜日は14：00まで

ここに示した利用定員以外に教育利用の利用定員を設定しています。

250-0873

34-0380

35-4911

250-0005

43-7799

令和６年（2024年）５月１日

開　設　時　間（短時間保育）

矢作愛児園

　【連携先：さくら保育園】

○

39-2011

39-2010

4か月～2歳

44-4690

土曜日は8:00～16：45

19

19

44-4215

43-7799

22-8702

中里183-8

小田原市内の認定こども園は、民間のみです。

F A X 番 号

48-5543

保　育　年　齢利 用 定 員

産休明け～2歳

電 話 番 号

43-9226

23-1024

48-4144

社会福祉法人

250-0011

11

たんぽぽの家

　【連携先】

　 　たんぽぽ保育園

　 　こひつじ学園

　※各施設の受入枠定員有

栄町2-5-28

○
アミッチ保育園

　【連携先：下府中保育園】

土曜日は7:30～18：00

産休明け～2歳

特定非営利活動法人

株式会社 ○

36-7386

土曜日は16：00まで

未来っ子幼児教育センター
（保育部）

65 1歳～

病後児

産休明け～2歳

小田原市内認定こども園、小規模保育事業一覧表　　　　※掲載事項に変更が生じる場合があります。

社会福祉法人

病後児保　育　年　齢 一時

区 分

土曜日は13：00まで

学校法人

個人

認

定

こ

ど

も

園

花園幼稚園
（保育部）

小田原みどり学園
（保育部）

250-0854

250-0013

250-0875

南町2-2-45

中町1-15-11

特定非営利活動法人
こひつじ学園
（保育部）

延長

土曜日は開所しない

開　設　時　間（短時間保育）

延長 一時

所　在　地設　置　主　体 施　　設　　名

36-1789
3歳～

飯田岡336

小

　

規

　

模

　

保

　

育

　

事

　

業

特定非営利活動法人
豊川すずらん保育園

　【連携先：豊川保育園】

250-0862

250-0872

設　置　主　体 施　　設　　名 所　在　地

社会福祉法人

育みの家カンガルー栄町第１

　【連携先】

　 　小田原愛児園

　 　新玉幼稚園

　※各施設の受入枠定員有

株式会社

矢作17-9

43-9226
産休明け～2歳

蓮正寺103-5

飯田岡454

250-0854

46-9656
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〒250-8555 小田原市荻窪 300 番地 

小田原市子ども若者部 保育課 保育係（小田原市役所 5 階） 

TEL：0465-33-1451 FAX：0465-33-1456 

 

 

 

 

 

  【相談日時】平日 ９：００～１２：００／１３：００～１７：００ 

  【相談場所・電話番号】上記問い合わせ先と同じ 

   ※ 事前にお電話でのご予約をお願いします。（詳しくは P.1１をご覧ください） 

 

 

問い合わせ先（郵送先） 

保育コンシェルジュへの相談 

保育園の申込みに悩んだら、 

保育コンシェルジュさんに 

相談してみよう！ 


